
                      健康チェックのために、年に1度は健診を受けましょう

「特定健康診査(特定健診)」を受診される方へ
名古屋鉄道健康保険組合

 　名鉄健保からお送りする「特定健康診査受診券」（以下「特定健診受診券」）を使用して「特定健診」を受診していただきます。

　 受診方法等につきましては、下記の「特定健診の流れ」や「特定健診を受診する際の注意点」をよくご覧ください。

　＜特定健診の流れ＞
　　　

　＜特定健診を受診する際の注意点＞
　　　　・「特定健診受診券」は、「共同巡回健診」や「人間ドック」の受診には利用できません。
　　　　・基本項目以外の受診は、全額自己負担となります。
　　　　・入院や通院、服薬などの治療を現在も行っている方も対象者となります。
　　　　・「特定健診受診券」送付時に同封の「特定健康診査実施健診機関リスト」に掲載されている健診機関
　　　　　（集合契約Aの健診機関）または名鉄健保ホームページで検索できる健診機関（集合契約AおよびB
　　　　　　の健診機関）以外では受診できません。
　　　　・特定健診受診券は、有効期限以降は無効となります。また、名鉄健保から脱退された場合も無効となります。
　　　　・年度途中に再雇用や任意継続被保険者となり、保険証の記号・番号が変更となった場合は、
          特定健診受診券に印字の記号・番号を訂正してご使用いただけます。
　　　　・特定健診受診券印刷工程の都合上、資格喪失（扶養抹消）手続き以降に送付される場合がありますので
　　　　　ご了承下さい。（その場合、特定健診受診券はご使用できませんので、破棄をお願いします。）

★基本項目の受診は 無料 です。

「特定健診受診券」の記載事項を確認の上、裏面に郵便番号・住所を
必ず記入してください。

②で選んだ健診機関へ予約を入れてください。

受診当日、健診機関窓口では 「特定健診受診券」の提出と
以下のいずれかにより保険資格確認を受けてください。
・マイナンバーカードによるオンライン資格確認
・健康保険者証又は資格確認書の提示
・マイナポータルの保険資格画面の提示
・マイナ保険証と資格情報のお知らせの提示

受診結果は健診機関から送られます。
※健診結果の名鉄健保へのご送付は不要です。

健診結果に基づいて対象者となった方へは「特定保健指導のご案内」をお送りします。
ご案内をご確認いただき、ぜひ生活習慣を見直す支援を受けてください。

特定保健指導
対象者の選定
（名鉄健保 ）

健診結果を元に「生活習慣の見直し」をしましょう

契約健診機関は 健保連ホームページ
「特定健診等実施機関検索システム」で検索できます。

（人間ドックの健診機関ではありません）

※検索ができない場合は、お気軽に名鉄健保へお問い合わせください。
（愛知・岐阜・三重県の一部健診機関は、「特定健診受診券」に同封のリストもご参照ください。)

パスワード入力画面

健康保険組合名 名古屋鉄道

保険者番号 06230239

①受診券を確認する

②特定健診実施機関を選ぶ

③健診機関へ予約する

④特定健診を受診する

翌年1月末
までに受診してください。

⑤健診結果の通知が届く

⑥特定保健指導を利用する(対象者のみ）

前年度も受診された方は、
前年度の健診結果も
ご持参ください。


